
 

議案第２３号 

   佐野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の改正

について 

佐野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定めます。 

令和８年２月２０日提出 

佐野市長 金 子  裕 

佐野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部

を改正する条例 

佐野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１

７年佐野市条例第２３７号）の一部を次のように改正する。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者選定委員会） 

第４条の２ 候補者の選定その他指定管理者に関する事項を審議するため、

市長等の附属機関として佐野市指定管理者選定委員会（以下「選定委員

会」という。）を置く。 

２ 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(１) 候補者の選定に関すること。 

(２) 第１３条第１項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の

業務の停止に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、指定管理者に係る重要事項に関するこ

と。 

３ 選定委員会の委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 市の職員 

４ 前項第１号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

５ 第３項第１号の委員は、再任されることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 第５条中「前条の規定による」を「候補者の」に改める。 



 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理 由 

  指定管理者選定委員会を条例の定めるところにより設置するため本条例

を改正したいので提案するものです。 

 



議案第２３号参考資料 

佐野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の改正案 新旧対照表 

現       行 改   正   案 

 （新設） （指定管理者選定委員会） 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第４条の２ 候補者の選定その他指定管理者に関する事項を審議するため、市長等の附属

機関として佐野市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を置く。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２ 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (１) 候補者の選定に関すること。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

(２) 第13条第１項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止に関

すること。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (３) 前２号に掲げるもののほか、指定管理者に係る重要事項に関すること。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３ 選定委員会の委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。 

  (１) 学識経験のある者 

 (２) 市の職員 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

４ 前項第１号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ５ 第３項第１号の委員は、再任されることができる。 

 ６ 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

（選定結果の通知） （選定結果の通知） 

第５条 市長等は、前条の規定による選定を行ったときは、第３条の規定により申請をし

た団体（以下「申請団体」という。）に対して、遅滞なく、その結果を文書をもって通

知しなければならない。 

第５条 市長等は、候補者の選定を行ったときは、第３条の規定により申請をした団体

（以下「申請団体」という。）に対して、遅滞なく、その結果を文書をもって通知しな

ければならない。 

 


